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　子育てに奮闘する日々、いかがお過ごしでしょうか。

　こんな子になってほしい、こんなふうに育ってほしいとの思いがいろいろとあると

思います。

　しかし、子どもは思いどおりにはなかなか育ってはくれません。

　子どもは一人ひとり違います。なかには発達が他の子よりゆっくりだったり、バランス

にかたよりがあったりする子どももいます。

　そのため、子どもの発達に応じた支援のことや学校のこと、福祉サービスのこと

など、さまざまな情報がほしいと感じられていることと思います。また情報がほしい

けれども、誰に聞けばいいのか、どこに行けば教えてもらえるのか、わからないと

いう方もおられると思います。

　このガイドには、皆さんの悩みにこたえるため、子育てに役立つ情報をいろいろと

集めました。子どもの発達に応じた支援を受けられるところ、サービスにつなげる

ために相談するところ、同じような悩みをもつお母さんたちと出会えるところなど。

学校に入るまでだけでなく、学校へ入ってからも含めて、様々な分野の情報が

つまっています。

　お子さんが自分らしくのびのびと育っていく手助けとして、ぜひ、このガイドブックを

お役立てください。
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子育てをがんばっているお母さん、お父さん、皆さんへ

滑川・中新川障害者地域自立支援協議会
　　　　　　　　　　　　　　　こども支援部会
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発達のこと

　乳幼児健診では、お子さんの発育や発達、子育てについて、保健師などが相談に応じています。

気がかりなことや心配なことがあれば、気軽に相談してみましょう。

　また乳幼児健診後にも、市町村ごとに様々なフォロー教室を開催しています。健診で気になること

があったら、参加してみましょう。

首のすわりや体のやわらかさ、そり返りの強さ、偏視はあるか、視線は合うか、など

母親との愛着形成の状況

お座りやつまかり立ちが獲得されているか、はいはい等移動動作の確認

喃語や人見知り等の知的・社会的発達の確認

ことばが少ない、視線があわない、落ちつきがない、など

歩かない、歩き方が不自然、Ｏ脚・Ｘ脚、など

落ちつきがない、集団行動がとれない、コミュニケーションがとりにくい

強いこだわりがある、など

構音、視力・聴力

多動、注意力散漫、つよいこだわりなど

　　　　　　

※5歳児健診

スタッフ：保健師5名、看護師1名、心理相談員1名、教師1名、小児神経科医1名、言語聴覚士1名、

　　　　　 保育士2名、発達相談員1名

対    象：年中児

内容等：遊びや集団活動の中で、集団行動や対人の関わり方等を観察・助言し、必要時は専門機関

　　　　 　へつなげます

問い合わせ先
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（8か月児健診）
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9か月児健診

発達で気がかりなこと乳幼児健診等

4か月児健診

立
山
町

すくすく健診

1歳6か月児健診

3歳児健診
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5歳児健診　※
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村
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076-464-1121

名　　　称 住　　　所 電話番号

健診を実施し必要に
応じて家庭訪問や保
育所訪問、発達相談
会の開催を行っていま
す

滑川市民健康センター 滑川市田中新町127 076-475-8011

立山町保健センター 立山町前沢1169 076-463-0618

上市町保健センター 上市町湯上野1176 076-473-9355

舟橋村生活環境課 舟橋村佛生寺55



健診後フォロー教室等

●すこやか子育て相談会（月2回　①金曜日：9時半～11時半　②水曜日：13時半～15時半）

スタッフ：保健師、助産師、管理栄養士、看護師

対　　象：4か月児健診において支援が必要な乳幼児と養育者

内容等：身体計測、栄養・育児等に関する相談

●ほたるっこ広場（言語発達相談会）（年10回、13～16時半、要予約)

スタッフ：言語聴覚士、作業療法士（年3回）、保健師

対　　象：1歳6か月児及び3歳児健診において発達障がい等で支援が必要な幼児と養育者

内容等：言語や発達に関する個別相談

●ジャングルジム（親子の遊び教室）　ａ（3歳児未満）（偶数月第2水曜の年6回、9時半～11時半、要予約）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｂ（3歳児以上）（奇数月第1月曜の年6回、13時半～16時半、要予約）

ａスタッフ：作業療法士、子育て支援センター職員、保健師、助産師

ｂスタッフ：作業療法士、子育て支援センター職員、保健師、助産師

　　　　　　　県発達障害者支援センター職員（アドバイザー）

対　　象：1歳6か月児及び3歳児健診において発達障がい等で支援が必要な幼児と養育者

ａ内容等：感覚統合の視点を取り入れた実際の遊びの中で、遊び方や子どもへの関わり方を助言します

ｂ内容等：教室を通じて集団活動に必要なスキル習得に向けた関わり方を助言します

●たけのこ広場（年4回、9～12時　※要予約）

スタッフ：保健師3名、作業療法士1名、言語聴覚士1名、看護師1名

対　　象：1歳6か月児及び3歳児健診後に、ことばや行動発達面で、より詳しい助言等の支援が必要とした

　　　      児と保護者

内容等：子どもの発達に合った具体的な対応の仕方等について、専門家によるアドバイスが受けられます

●のびのびキッズ（年6回、要予約）

スタッフ：保健師、児童福祉担当保育士1名、臨床心理士1名、言語聴覚士1名

対　　象：1歳6か月児健診後の児と保護者

内容等：ことば・発達や子育てに関する相談に応じます

●つくしんぼ教室（年6回、要予約）

スタッフ：保健師、栄養士1名、児童福祉担当保育士1名、小児科医1名、　作業療法士1名、

            相談支援専門員1名

対　　象：3歳児健診後の児と保護者

内容等：集団あそびによる子どもの成長の確認、ことば・発達や子育てに関する相談に応じます

●発達相談会（奇数月第３火曜日の年6回　午後　※要予約）

スタッフ：保健師、作業療法士1名、医師1名、公認心理師1名、言語聴覚士1名

内容等：お子さんのことばや情緒などのこころの発達、運動発達で気にかかること、困っていることについて

　　　　　専門スタッフがお子さんへの関わり方などを助言します
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その他の支援

●ジャングルジム（親子の遊び教室）（3歳児未満、3歳児以上）

対象：情緒、行動、言葉等経過観察が必要な児で保護者が希望した場合

　※詳細は前頁を参照

●ほたるっこ広場（言語発達相談会）

対象：情緒、行動、言葉等経過観察が必要な児で保護者が希望した場合

　※詳細は前頁を参照

●幼児ことばの教室（毎週月曜午後、木曜午前・午後　※要予約）

スタッフ：言語聴覚士

対　　象：年中・年長児

●子ども未来サポートセンター個別相談（※要予約）

スタッフ：言語聴覚士、保健師、支援員

対　　象：相談を希望する保護者

内容等：情緒、行動、言葉、コミュニケーション等のお子さんの発達に関する相談に応じます

●保育所・幼稚園訪問による経過観察（要望に応じて実施）

スタッフ：保健師

●ちょこっと相談（毎月第2火曜、１０：３０～１１：３０　※予約不要）

スタッフ：保健師

内容等：子育て支援センターぶらんこにて、日常のちょっとした疑問や悩みに答えます

●子育て相談（毎月第3水曜、１３：３０～１５：３０　※予約不要）

スタッフ：心理相談員

内容等：育児やしつけ、子どもへの関わり方等、日常生活での疑問に答えます

●幼児ことばの教室（年1回）

スタッフ：保健師2名、ことばの教室スタッフ

対象：年長児

●ほめ上手になる子育て教室

対　　象：保護者

内容等：保護者が「行動」で子どもを理解し、叱って適切な行動を身につけさせるのではなく、できたことを

　　　　　　ほめて対応する関わりを学びます

●発達相談会

対　　象：運動面、情緒、行動、言語等経過観察が必要な児で、保護者が希望した児

　※詳細は前頁を参照

●上市町幼児ことばの教室

スタッフ：指導者（ポーテージ中級指導員）1名

内容等：①保育所への巡回ことばの検査(町内保育所（園）の年長児全員及び気になる年中・年少児)

　　　　　②発達が気にかかる子の個別指導(保護者同伴による通級（週1回、45～60分）)

　　　　　③発達（言語・コミュニケーション・社会性）に遅れがみられる子の療育相談と保護者支援

●保健・栄養・育児相談（平日９：００～１７：００）

内容等：子どもの発達面や栄養面などに関する心配事や困りごとの相談を受けます

　富山市まちなか総合ケアセンターで実施する事業について、連携市町村の方も利用できるよう体制を

整え、圏域内における障害児支援の充実を図ります

●乳幼児発達支援相談支援事業：成長や発達が気になる乳幼児と保護者への早期かつ専門的な対応

 　により、子どもの発達の促進と保護者の支援を行います

●発達障害児相談支援事業：発達障害についての必要な情報提供、権利擁護のための必要な援助に

   より、自立した日常生活・社会生活を支援します

●事業者のネットワークづくり事業：関係機関とネットワークを組み、一貫した切れ目のない支援を行います
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障がいや病気のこと

　視覚障がい

　・色覚（色の見え方の異常）、斜視（目の動きの異常）、近視・遠視・乱視（見え方の異常）など

　聴覚障がい

　・難聴（軽度、中度、重度、聾）

　肢体不自由

　・四肢（上肢・下肢）及び体幹、頭部などに何らかの原因による麻痺や筋力低下などがある状態を

　　いいます

　内部障がい

　・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓などに障がいがあることです 5

１．知的能力障害群

２．コミュニケーション症群/コミュニケーション障害群

３．自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害

●対人関係・社会性の障がい

●非言語的コミュニケーションの障がい

●対人関係・社会性の障がい

●パターン化した行動、興味・関心のかたより

４．注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害（AD/HD）

●不注意（集中できない）

●多動・多弁（じっとしていられない）

●衝動的に行動する（考えるよりも先に動く）

５．限局性学習症/限局性学習障害（LD）

「読む」、「書く」、「計算する」などの能力が、全体的な知的発達に

比べて極端に苦手

６．運動症群/運動障害群

７．チック症群/チック障害群

神経発達症群/神経発達障害群



療育等のこと

　療育とは、発達の遅れや障がいのある子が、社会的に自立していけるようにするために取り組む

治療と教育のことをいいます。生活への不自由をなくすよう、専門的な支援プログラムに則り、

発達に遅れが見られるなどする子について、トレーニングを行います。すなわち、子どもが生活

しやすくなるように、外部からサポートすることです。

　その目的や分野については、様々な種類がありますが、どれも早期療育が効果的と言われて

います。なぜならば、早い段階から専門的な治療と教育を行うことで効果が出やすくなり、社会的に

自立した状態で成長していくことが可能になるからです。

　発達の遅れや障がいのある子どもへの検査や療育（発達の遅れを支え、発育を促すような活動）、

リハビリテーションを受けられる機関としては、下記のものなどがあります。

療育・相談機関

住所 富山市下飯野36 連絡先 TEL：076-438-2233、FAX：076-437-5390

対象 0歳～

方針 障がいをもつ子への治療や各種支援

内容 入所部門

通所部門

在宅支援

住所 富山市下飯野36 連絡先 ＴＥＬ：076-438-8415

方針 支援者支援を中心とした、地域のネットワーク作り推進

内容 普及啓発

人材育成

相談支援

住所 富山市下飯野36 連絡先 TEL：076-438-5560、FAX：076-438-5585

方針 様々な障がいの相談機関（土・日・祝日は休み）

住所 富山市石坂新950-1 連絡先 TEL：076-431-5828、FAX：076-431-5833

対象 0～6歳　※相談は～18歳

方針 心身の発達に遅れが心配される子の療育

内容 通園部

外来療育

療育相談

発達障害支援
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富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

富山県発達障害者支援センター　ほっぷ

富山市恵光学園

富山県障害者相談センター



住所 連絡先 ＴＥＬ：076-461-5470、FAX：076-461-5480

対象

方針

内容 乳幼児教室

療育相談・支援

住所 富山市下奥井1-9-56 連絡先 ＴＥＬ：076-441-9172、FAX：076-441-9488

対象 聴覚に障がいのある0～20歳、軽度知的障がいのある高等部生徒　※相談は0歳～

方針 きこえやことばに関する教育相談及び学校見学

内容 乳幼児教室

幼稚部

悩みの相談

見学会

通級による指導・定期的な教育相談

住所 富山市大江干144 連絡先 ＴＥＬ：076-423-8417、076-423-8418

対象 4歳～　※相談は0歳～

方針 視力・視野・色覚などに障がいのある子の教育、生活支援

内容 幼稚部

教育相談、生活相談

訪問相談

発達検査機関
・富山県リハビリテーション病院・こども支援センター ・いわたメンタルクリニック
・谷野呉山病院 ・富山大学附属病院 など

リハビリテーション機関
・富山県リハビリテーション病院・こども支援センター
・独立行政法人国立病院機構　富山病院 ・あそうクリニック（言語相談、発音指導）
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富山県立富山聴覚総合支援学校

富山県立富山視覚総合支援学校

こども発達支援室

富山市総曲輪四丁目4番8号
富山市まちなか総合ｹｱｾﾝﾀｰ　1階

成長や発達が気になる乳幼児を持つ保護者からの相談・支援
自閉症スペクトラム障害、学習障害、注意欠如・多動症等の発達障害を有する子どもとその
保護者からの相談・支援

成長や発達が気になる乳幼児とその保護者
発達障害のある児とその保護者



保育所等のこと

保育所（園）とは

　保護者等が仕事などの諸事情によって子どもを家庭で保育できない場合に、保護者にかわって

保育を行うところです。

幼稚園とは

　遊びを大切にした幼児教育を行い、心身の発達を助長するところです。

認定こども園とは

　教育・保育を一体的に行う、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っているところです。

保育所等の数について ※令和３年度の状況

幼稚園数 １か所 （希望幼稚園）

保育所（園）及び認定こども園数 １４か所

　公立 　２か所 （あずま保育所、坪川保育所）

　私立 　６か所 　滑川中央保育園、童和保育園

　中加積保育園、やなぎはら保育園

　浜加積保育園、和光保育園

　認定こども園 　６か所 　認定こども園たかつき保育園

　同朋認定こども園、西加積認定こども園

　幼保連携型きたかづみ認定こども園

　認定こども園上小泉保育園

　早月加積認定こども園

保育所（園）及び認定こども園数 ３か所

　小規模保育事業所 　２か所 （小規模保育事業A型ふなはしことり園）

（小規模保育事業A型ふなはしすきっぷ園）

　認定こども園数 　１か所 （幼保連携型認定こども園ふなはしこども園）

保育所（園）及び認定こども園数 ７か所

　公立 　２か所 （岩峅保育所、下段保育所）

　公設民営 　３か所 　みどりの森保育園、あおぞら保育園

　かがやき保育園

　認定こども園 　２か所 　認定こども園むつみ幼稚園

　認定こども園高原保育園

保育所（園）及び認定こども園数 １０か所

　公立 　２か所 （白萩西部保育所、柿沢保育所）

　私立 　６か所 　音杉保育園、南加積保育園

　 　上市町三日市保育園、上市保育園

　ニチイ弓庄保育所、若杉愛児保育園

　認定こども園 　２か所 （認定宮川こども園、認定こども園相ノ木保育園）
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市

上
市
町

立
山
町

舟
橋
村



保育園入所の認定基準

　保育の必要性の認定を受ける場合は、保護者等が次のいずれかの事情にある場合です

　　①就労（月の就労時間が４８時間以上の場合）

　　②妊娠・出産（出産前後のため、児童の保育ができない場合）

　　③疾病・障がい（児童の保護者が病気、負傷、心身に障がいを有する場合）

　　④介護（同居の親族（長期間入院等している親族を含む）を常時介護または看護している場合）

　　⑤災害復旧（震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合）

　　⑥求職活動（児童の保護者が継続的に求職活動を行っている場合）

　　⑦就学（児童の保護者が就学の場合）

　　⑧虐待・DV等のおそれがある場合

　　⑨育児休暇取得時にすでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること

　　⑩その他、上記に類すると認める場合

障害児保育の実施について

問い合わせ先
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滑
川
市

 町内全保育所（園）、認定こども園

市
町
村
 

福
祉
担
当

役　　　割 名　　　称

集団生活が可能または必要であると診断された（医師の診断書
あり）場合、保育士を加配

住　　　所

舟
橋
村

立
山
町

上
市
町

村内全保育所（園）、認定こども園

 町内全保育所（園）、認定こども園

電話番号

保育所への入園に
関する手続や情報
提供等を行っていま
す

滑川市子ども課

立山町健康福祉課
（児童福祉係）

受け入れ体制等

076-475-2111

076-462-9955

076-472-1111

076-464-1121

上市町福祉課（児童班）

舟橋村生活環境課

滑川市寺家町104

立山町前沢1169

上市町法音寺1

舟橋村佛生寺55

保育所名

市内全保育所（園）、認定こども園



特別支援教育の流れ

　特別支援教育は、発達に遅れがある子が自立し、社会参加していくために必要な力を培う

ため、一人一人の教育的ニーズを把握し、それぞれの可能性を伸ばしながら生活や学習上の

困難を改善あるいは克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。

　特別支援教育には視覚障がい教育や聴覚障がい教育、知的障がい教育や自閉症・情緒

障がい教育など、様々なものがあります。これらは特別支援学校や特別支援学級のみならず、

通常の学級に在籍する発達障がいのある子を含めて実施されるものです。

●通級による指導

　通常の学級に在籍し、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、同時に発達の遅れや

障がいの状態に応じた指導を、通級指導教室で受けられます。

　通級設置の有無など、詳しくは各市町村の教育委員会へお問い合わせください。

●特別支援学校

　幼稚部・小学部・中学部・高等部において、小学校から高等学校までに相当する年齢段階の

教育を行っています。

　※幼稚部は、聴覚総合支援学校と視覚総合支援学校にあります

　特別支援学校では５～７月に学校説明会・学校見学会を、８～１１月に体験入学を行って

います。学校説明会・学校見学会や体験入学では、教育内容や指導方法等を知ることが

できます。また学校では随時、就学や進路についての教育相談を行っています。

●特別支援学級

　障がいの種別（知的障害、自閉症・情緒障害など）ごとの少人数学級にて、障がいのある子

一人一人に応じた教育を行います。

教育相談

●にこにこ相談会

　子どもの発達や生活・行動・学習・進路などで気にかかること、困っていることの相談を受け

　ます

対　　象：滑川市・上市町・立山町・舟橋村に在住の方

　　　　乳幼児から２０歳前後までの子どもに関する相談の本人、保護者、関係機関の方

スタッフ：保健・福祉・教育の各分野の専門家

内　　容：５月から翌年２月まで、毎月実施

　　　　開催期日や申し込み等の詳細は、各市町村教育委員会へお問い合わせください

※相談会場は住所地に関係なく、滑川市・上市町・立山町・舟橋村どこの会場でも利用

　　できます

●特別支援学校による相談支援

　県内特別支援学校の教育相談部や地域支援部などで、対象とする障がい種別に応じて、

地域の幼・保・小・中・高等学校等に対する相談支援を行っています。

●富山県総合教育センター

　障がいのある子とその保護者等へ、教育相談を行っています。
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富山県総合教育センター 教育相談部 特別支援教育担当

住所：富山市高田５２５ ＴＥＬ：０７６－４４４－６３５１



就学相談

●にこにこ相談会

　子どもの発達や生活・行動・学習・進路などで気にかかること、困っていることの相談を受けます

対象：滑川市・上市町・立山町・舟橋村に在住の方

　　　　乳幼児から２０歳前後までの子どもに関する相談の本人、保護者、関係機関の方

スタッフ：保健・福祉・教育の各分野の専門家

内容：５月から翌年２月まで、毎月実施

　　　　開催期日や申し込み等の詳細は、各市町村教育委員会へお問い合わせください

●富山県就学相談会

対象：翌年度小学校及び中学校に就学予定の幼児児童とその保護者に対して実施

内容：第１回･･･８月下旬

　　　　第２回･･･９月下旬

就学手続きの流れ

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月
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富山県総合教育センター

特別支援学校（県立・国立） 市町村立小学校

学校説明会、体験入学

学校説明会、体験入学

就

学

時

健

康

診

断

市町村教育委員会による総合的判断

１２月上旬 国立特別支援学校入学検

１月末日 就学通知（就学先、入学期日の通知）



特別支援学校一覧

障害種別 設置学部等 備考

〒９３０－０９２２　富山市大江干１４４
ＴＥＬ：０７６－４２３－８４１７

〒９３０－０８１７　富山市下奥井１－９－５６
ＴＥＬ：０７６－４４１－９１７２

〒９３９－２６０２　富山市婦中町下邑２８７７
ＴＥＬ：０７６－４６９－５５３１

〒９３９－２２０６　富山市坂本２６００
ＴＥＬ：０７６－４６７－５５６０

〒９３０－８５５６　富山市五艘１３００
ＴＥＬ：０７６－４４５－２８０９

〒９３０－０８７３　富山市金屋４９８２
ＴＥＬ：０７６－４４１－８２６１

〒９３１－８４４５　富山市道正２９－１
ＴＥＬ：０７６－４３８－４８１１

〒９３９－２６０７　富山市婦中町新町２９１３
ＴＥＬ：０７６－４６９－３３８８

〒９３８－００５９　黒部市石田６６８２
ＴＥＬ：０７６５－５４－１２８８

〒９３３－０８２４　高岡市西藤平蔵７００
ＴＥＬ：０７６６－６３－６３８５

〒９３３－０９８７　高岡市東海老坂８３１
ＴＥＬ：０７６６－２３－５２６２

〒９３３－０９８７　高岡市東海老坂９５０
ＴＥＬ：０７６６－２２－５１５８

〒９３３－００６２　高岡市江尻字村前１２８９
ＴＥＬ：０７６６－２１－５０７１

〒９３９－１７２３　南砺市利波河１３３５－５
ＴＥＬ：０７６３－５２－４５２０

〒９３９－１４３６　砺波市福山１１４９
ＴＥＬ：０７６３－３７－１５５３

※「寄」･･･寄宿舎を設置している

　 「ス」･･･スクールバスを運行している

　 「施」･･･関連福祉施設が隣設もしくは併設している

　 「院」･･･病院が隣接している

　 「訪」･･･訪問教育を行っている
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寄　　　　

学校名 所在地・電話番号

富山県立　富山視覚総合支援学校 視・病（高） 幼小中高専　

富山県立　富山聴覚総合支援学校 聴・知（高） 幼小中高専　

　富山県立　しらとり支援学校 知 　　小中高　　 　寄ス　　　

　富山県立　富山高等支援学校 知 　　　　高　

　国立　富山大学人間発達科学部
知 　　小中高　　

　　　　　　　　　　附属特別支援学校

　富山県立　富山総合支援学校 肢・知（高） 　　小中高　訪 　寄ス　　　

　富山県立　高志支援学校
　（高等部こまどり分教室）

肢
小中高
 （高）

　　　施

　富山県立　ふるさと支援学校 病 　　小中高　訪 　　　　　　院

富山県立　にいかわ総合支援学校 知・肢 　　小中高　訪 　　ス施　

富山県立　高岡聴覚総合支援学校 聴・知（高） 幼小中高　　

　富山県立　高岡支援学校 知 　　小中高　訪 　寄ス　　　

　富山県立　高岡高等支援学校 知 　　　　高　

　高岡市立　こまどり支援学校 肢 　　小中　　　　 　　　ス　　　

　富山県立　となみ総合支援学校 知・肢 　　小中高　訪 　　　ス　　　

　富山県立　となみ東支援学校 知 　　小中　　　　 　　　施

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



手帳や手当について

手帳･･･様々な福祉サービスを受けるときに必要です

　身体障害者手帳

　●対象： 目、耳、手足、心臓等、身体に一定程度以上の障がいのある方

　●等級： １～７級

　●手続： 申請書、医師の診断書、写真（縦４㎝×横３㎝）、印鑑が必要

　療育手帳

　●対象： 心身の発達、日常生活、行動、知的能力、社会性などを様々な点から診断し、知的

障がいと判断される方

　●等級： A・B

　●手続： 申請書、写真（縦４㎝×横３㎝）、印鑑が必要

　精神障害者保健福祉手帳

　●対象： 精神疾患のある方のなかで、精神障がいのため長期にわたり日常生活や社会

生活に制約のある方

　●等級： １～３級

　●手続： 申請書、医師の診断書または障害年金の年金証書及び年金振込通知書、同意書、

写真（縦４㎝×横３㎝）、印鑑が必要

手当

　障害児福祉手当

　●対象： 精神または身体に著しく重度の障がいがあるために、日常生活において常に介護

が必要な２０歳未満の在宅障害者の方

　●金額： 月額１４，８８０円（令和２年度、令和３年度）

※２・５・８・１１月に申請した翌月分から支給

　●備考： 施設等に入所中の方は支給対象外

受給者本人、配偶者及び扶養義務者の所得が所得制限限度額を超える場合は、

支給停止

　●手続： 認定申請書、医師の診断書、振込依頼書が必要

　特別児童扶養手当

　●対象： 精神または身体に中程度以上の障がいのある２０歳未満の児童を養育している

保護者

　●金額： １級･･･５２，５００円（令和２年度、令和３年度）

２級･･･３４，９７０円（令和２年度、令和３年度）

※受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から支給（支払月４・８・12月）

　●備考： 児童が障害年金等を受給したときは支給対象外

児童が施設等に入所しているときは支給対象外

受給者本人、配偶者及び扶養義務者の所得が所得制限限度額を超える場合は、

支給停止

　●手続： 認定申請書、医師の診断書、振込依頼書が必要
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その他の支援

●心身障害者児童年金

対　象：身体障害者手帳１～５級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳１～３級の方

　　　　３才以上義務教育修了までの児童を対象に、保護者へ支給。ただし、特別児童扶養手当受給者や

　　　　施設入所者、長期入院者等は除く

支給額：障害程度が１・２級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳１・２級の児童･･･年額１４，５００円

　　　　　障害程度が３～５級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳３級の児童･･･年額１２，０００円

●舟橋村心身障害者年金

対　象：村内に１年以上居住している身体障害者手帳１・２級該当者、療育手帳A該当者の保護者

支給額：年額６０，０００円　（９月に上半期分、３月に下半期分）

●障害者福祉金

対　象：立山町に住所があり福祉施設に入所していない、身体障害者手帳１・２級該当者、療育手帳A

　　　　該当者、精神障害者保健福祉手帳１・２級該当者

　　　　※所得制限あり

支給額：月額１，５００円

問い合わせ先
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076-462-9957

076-472-1111

上
市
町

滑
川
市

舟
橋
村

立
山
町

上市町障害者年金は20歳以上が対象

076-464-1121

市
町
村
 

福
祉
担
当

手当等についての
相談や手続き、情報
提供を行っています

役　　　割 名　　　称 住　　　所 電話番号

滑川市福祉介護課

立山町健康福祉課
（障害福祉係）

上市町福祉課
（社会福祉班）

舟橋村生活環境課

滑川市寺家町104

立山町前沢1169

上市町法音寺1

舟橋村佛生寺55

076-475-2111



親の会・サークル一覧

ゆうの会
（富山県LD等発達障害児及び

  周辺児親の会）

家族サロン
（自閉症スペクトラム・ADHDなど「発達の

　かたより」が気になるお子さんの保護者

　及び家族）

とやま発達障がい親の会
（発達に偏りのあるお子さんの保護者）

富山県子育てサークルぴゅあ

（発達障害の子を持つお母さん）

ひだまり

（発達に偏りのあるお子さんの保護者）

やまびこ会

（発達の凸凹が気になるお子さんの

　保護者・支援に関心のある方）

０７６－４６９－２１３５
（富山病院内「憩いの家」）

いずみの会 ０７６－４３７－９６１９
 （富山県ことばを育む会） （萩浦小学校内）
虹の会
（日本ダウン症協会富山支部乳幼児部会）

（ダウン症児の親の会）

波の会
　（日本てんかん協会富山県支部）

０７６－４７６－２７１８
滑川市辰野１３－８
０７６－４６２－１７５１
中新川郡立山町上金剛寺２１０番地　雷鳥苑内

０７６－４７２－０６６６
中新川郡上市町湯上野５７６　さつき苑内
０７６－４６４－１０２５
中新川郡舟橋村舟橋１０４８番地
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○ https://younokaitoyama.jimdofree.com/

問い合わせ先

TEL・アドレス・事務局所在地等

よつばの会
（とやま発達障がい親の会）

○ http://toyamayotuba.blog.fc2.com/

親の会・サークル名
全
　
般

発
達
障
が
い

身
体
障
が
い

知
的
障
が
い

そ
の
他

○
富山県発達障害障害者支援センター「ほっぷ」
（http://www.toyama-reha-hop.jp/）

○
富山県発達障害障害者支援センター「ほっぷ」
（http://www.toyama-reha-hop.jp/）

富山県発達障害障害者支援センター「ほっぷ」
（http://www.toyama-reha-hop.jp/）

○
富山県発達障害障害者支援センター「ほっぷ」
（http://www.toyama-reha-hop.jp/）

富山県発達障害障害者支援センター「ほっぷ」
（http://www.toyama-reha-hop.jp/）○

富山県重症心身障害児（者）を
守る会

○肢

○

https://www.c-sqr.net/c/nijinokai/about

○ ０７６－４４１－１４８８（北陸コピー内）

○

○

https://toyamamove28.wordpress.com

のぞみの会
（上市町を拠点に活動している
小学生～高校生の親子サークル）

○ ０７６－４７２－１２９２

富山ムーブメント教室学習会 ○

０７６－４７５－７０３３

場面緘黙を考える会 富山 ○ http://www.net3-tv.net/~sw-eet_smoo_ve/

まどかの会
（滑川市を拠点に活動している
中学生～社会人の親子サークル）

○

立山町手をつなぐ育成会 ○

滑川市手をつなぐ育成会 ○

舟橋村手をつなぐ育成会 ○

上市町手をつなぐ育成会 ○



障害福祉サービスの利用について

　障がいのあるお子さんが身近な地域で、年齢や障がい特性に応じた専門的支援を受けるには、

「障害児通所給付」というサービスがあります。サービスの利用内容を決める際は、皆さんの

ご希望とあわせて障がいの程度や社会活動、介護者・居住等の状況といった勘案すべき事項を

踏まえることになります。

１．対象者

　・手帳所持者

　・特別児童扶養手当等の受給者

　・医師の診断書等により障がい児と確認できる者

２．サービスの体系

未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、

知的技術の付与、集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援 肢体不自由児に発達支援及び治療を行います。

就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇

中に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の

促進等を行います。

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な

支援等を行います。

３．申請から利用までの流れ
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障
害
児
通
所
支
援

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

居宅訪問型
児童発達支援

重度の障がいなどで通所が困難な児童に対して、居宅を訪問し
て発達支援を行います。

１ サービス利用の相談・申請

２ 心身の状況等に関する調査

市町村職員が、サービス利用を希望される方の心身の状況などについて、聴き取り調査を
行います。また、併せてサービスの利用希望や社会活動、介護者・居住等の状況について
お聞きします。

３ 障害児支援利用計画案の作成・提出

４ 支給決定・サービスのご利用

サービス支給の内容を決定し、受給者証をお渡しします。その後サービスを
提供する事業所や施設と契約し、サービスをご利用いただきます。



４．利用者負担

　サービスを利用した際には、費用の１割を利用者負担として事業所に支払います。ただし、

負担が大きくなりすぎないよう、住民税の課税状況や収入の額に応じて１月当たりの負担額の

上限額が設定されています。

５．障害児支援利用計画
　サービスを利用するにあたっては、指定相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画が
必要です（指定相談支援事業者が作成する計画に代えて、セルフプランを作成することも可）。

問い合わせ先

電話番号

滑川市寺家町104 076-475-2111

立山町前沢1169 076-462-9957

上市町法音寺1 076-472-1111

舟橋村佛生寺55 076-464-1121
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■就学前の障がい児を支援するため、下記のサービスについては、対象者の利用者負担は無
料です。

※利用者負担以外の費用（医療費や食費等の現在実費で負担しているもの）は支払が必要で
す。

無料となるサービス

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

無料となる対象期間 満３歳になって初めての4月1日から３年間

低所得 市町村民税非課税世帯

生活保護 生活保護受給世帯
0円

市町村民税課税世帯
（一般1に該当する者を除く。）

一般2 37,200円

市町村民税課税世帯（所得割16万円
（障がい児にあっては28万円）未満の者に限
り、20歳以上の施設等入所者を除く。）

一般1

【施設等入所者以外】
　　　　　　　　 障がい児4,600円
【20歳未満の施設等入所者】
　　　　　　　　　　　　　　 9,300円

区　　　分 対　象　者（※） 1月当たりの負担上限額

※障がい児の場合は、「障がい児の保護者の属する住民基本台帳での世帯」をいいます。

住　　　所
市
町
村
 

福
祉
担
当

役　　　割 名　　　称

手当等についての相談
や手続き、情報提供を
行っています

滑川市福祉介護課

立山町健康福祉課
（障害福祉係）
上市町福祉課
（社会福祉班）

舟橋村生活環境課

事業所名 所在地（電話番号）
新川会地域生活相談室 上市町稗田1-32　　（TEL　413－7135）
地域生活支援センター自然房 上市町柳町23　　 　（TEL　473－1644）



富山県事業所一覧

事業所名 所在地 電話番号 備考

富山市恵光学園 富山市石坂新950-1 076-431-5828

魚津市立つくし学園 魚津市友道373-2 0765-24-3240

砺波広域圏わらび学園 南砺市岩武新314 0763-22-6055

高岡市きずな子ども発達支援センター 高岡市江尻279 0766-21-3615

事業所名 所在地 電話番号 備考

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 富山市下飯野36 076-438-2233

事業所名 所在地 電話番号 備考

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 富山市下飯野36 076-438-2233

高岡市きずな子ども発達支援センター 高岡市江尻279 0766-21-3615

事業所名 所在地 電話番号 備考

県立黒部学園 黒部市石田6771 0765-52-1354

県立砺波学園 砺波市福山1164 0763-37-0157
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（主として肢体不自由児を通わせる児童発達支援センター）

福祉型障害児入所施設

障がいのある児童を入所させて保護し、日常生活の指導や自立に必要な知能、技能を与えます。

（主として知的障がいのある児童を入所させる障害児入所施設）

福祉型児童発達支援センター
障がいのある児童を保護者のもとから通わせて、自立に必要な知能、技能を与え、集団適応のための訓
練などを行います。

（主として難聴児、重症心身障がい児以外の児童を通わせる児童発達支援センター）

（主として難聴児を通わせる児童発達支援センター）

医療型児童発達支援センター

上肢・下肢または体幹の機能障がいのある児童を保護者のもとから通わせて、訓練や治療を行うととも
に、自立のための援助を行います。



事業所名 所在地 電話番号 備考

医療型障害児入所施設
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 富山市下飯野36 076-438-2233

事業所名 所在地 電話番号 備考

あゆみの郷 富山市稲代1023 076-467-4477

事業所名 所在地 電話番号 備考

独立行政法人国立病院機構 富山病院 富山市婦中町新町3145 076-469-2135

独立行政法人国立病院機構 北陸病院 南砺市信末5963 0763-62-1340
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（主として重症心身障がい児を入所させる指定医療機関）

医療型障害児入所施設
障がいのある児童を入所させて保護し、治療を行うとともに、日常生活の指導や自立のための知能、技能
を与えます。（主として肢体不自由のある児童を入所させる障害児入所施設）

（主として重症心身障がい児を入所させる障害児入所施設）

指定発達支援医療機関



児童発達支援事業

放課後等デイサービス

事業所名 所在地 電話番号

児
童
発
達
支
援

事
業

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

備考

つくしの家滑川 滑川市北野1081 076-477-2727 ○ ○

放課後等デイサービス
ほっぷ・すてっぷ滑川

滑川市田中新町97
サンワビル

076-471-5152 ○

デイサービスあったかホーム 滑川市中川原134 076-471-5608 ○ ○
基準該当
※滑川市

デイサービスほがらか 滑川市下島143-3 076-471-5657 ○ ○
基準該当
※滑川市

滑川市老人デイサービスセンター 滑川市赤浜573-1 076-475-3600 ○ ○
基準該当
※滑川市

滑川市老人デイサービスセンターカモメ荘 滑川市吉浦13 076-476-5666 ○ ○
基準該当
※滑川市

かみいち福祉の里お茶の間 上市町若杉新3-418 076-473-3383 ○
基準該当
※滑川市・上市町

デイサービス元・気・楽 上市町丸山11 076-473-3955 ○ ○

赤いふうせん富山型デイサービス 立山町前沢新町163 076-462-0888 ○ ○

赤いふうせんメルヘン
立山町前沢2530－
45

076-464-2888 ○ ○

キッズハウスのぞみ 立山町江崎107 076-461-6773 ○ ○

デイサービスむらのなか 舟橋村東芦原205 076-464-5432 ○ ○

愛の家キッズ 舟橋村国重159 076-464-5361 ○ ○

※基準該当事業所は市町村ごとの登録です。
市町村によってサービスが異なる場合がありますので、詳細はお住いの市町村担当窓口でご確認ください。
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滑川・中新川地域事業所一覧

通所利用の未就学の障がい児に対する支援を行う身近な療育の場です。

学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓
練等を断続的に提供します。学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所
づくりを推進します。



関係機関一覧
役　　　割 名　　　称 住　　　所 電話番号

滑川市民健康センター 滑川市田中新町127 076-475-8011

立山町保健センター 立山町前沢1169 076-463-0618

上市町保健センター 上市町湯上野1176 076-473-9355

舟橋村生活環境課 舟橋村佛生寺55 076-464-1121

滑川市子ども課 滑川市寺家町104 076-475-2111

立山町健康福祉課（児童福祉係） 立山町前沢1169 076-462-9955

上市町福祉課（児童班） 上市町法音寺1 076-472-1111

舟橋村生活環境課 舟橋村佛生寺55 076-464-1121

滑川市教育委員会（学務課） 滑川市寺家町104 076-475-2111

立山町教育委員会（教育課学校
教育係）

立山町前沢2440 076-462-9981

上市町教育委員会（学校教育班） 上市町法音寺1 076-472-1111

舟橋村教育委員会 舟橋村佛生寺55 076-464-1121

滑川市福祉介護課 滑川市寺家町104 076-475-2111

立山町健康福祉課（障害福祉係） 立山町前沢1169 076-462-9957

上市町福祉課（社会福祉班） 上市町法音寺1 076-472-1111

舟橋村生活環境課 舟橋村佛生寺55 076-464-1121

厚生センター
健康や福祉等の相談に応じて
います

富山県中部厚生センター 上市町横法音寺40 076-472-1234

富山市恵光学園 富山市石坂新950-1 076-431-5828

富山県リハビリテーション病
院・こども支援センター

富山市下飯野36 076-438-2233

子育て支援
センター

地域の保育所などを拠点に、
子育ての不安が解消されるよ
うに様々な活動をしています

「各市町村児童福祉担当」に
お問い合わせください

障害者相談
センター

様々な障がいの相談機関とし
て、相談に応じます

富山県障害者相談センター 富山市下飯野36 076-438-5560

児童相談所

地域での子育てを支援し親や
家族の相談や子ども本人への
関わりを通してその家族、子
どもの持つ機能を支え子ども
の成長発達を促しています

富山県富山児童相談所 富山市東石金町4-52 076-423-4000

富山県リハビリテーション病
院・こども支援センター

富山市下飯野36 076-438-2233

精神科病院、クリニック等
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医療機関
発達について医学的な診断を
求める際に利用し、検査や投
薬、指導助言を行います

発達障害者支援センター「ほっ
ぷ」

富山市下飯野36 076-438-8415

児童発達
支援センター

心身に発達の遅れが心配され
る子ども達に他機関と連携を
取りながら療育や機能訓練を
行い、日常生活や地域活動の
支援を行っています

発達障害者
支援センター

発達障がいを持つ人、それに
関わるすべての人々からの相
談に応じ支援を行っています

市町村
保健担当

健診を実施し必要に応じて家
庭訪問や保育所訪問、発達相
談会の開催を行っています

市町村
障害福祉担当

手当等についての相談や手続
き、情報提供を行っています

市町村
児童福祉担当

保育所への入園に関する手続
や情報提供等を行っています

市町村
教育委員会

子どもの発達や生活・行動・
学習・進路などの相談に応じ
ます


